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 はじめに 

旅行に求められる価値は時代と共に変化し、コロナ禍後は、「観光地巡り」から「コト消費」※や

「心身を整える時間を持つこと」へと、ゆるやかに移り変わっていると言われています。 

こうした流れの中で、農村地域における自然や文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

「グリーン・ツーリズム」や、農村地域を訪れるだけでなく、農村に宿泊し、滞在中に豊かな地域

資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行（農泊）」が注目されています。 

中でもインバウンド（外国人旅行者）においては、昔ながらの風景や日本ならではの歴史、文

化、食などが残る農村地域への関心が高まっています。 

こうしたことから、県では令和６（2024）年 10 月に「とちぎの農村グローバルビジネス推進方

針」を策定し、インバウンド需要にも対応できる農泊の取組を全県的に進めています。 

※ 一般的な物品を購入する「モノ消費」に対し、「こと」（やること・すること・できること）つま

り「体験」にお金を使う消費行為」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 農家民宿とは 

１ 農家民宿とは 

そもそも農家民宿とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（以

下「農山漁村余暇法」という。）に定める「農林漁業体験民宿業」を営む施設のことを指しま

す。 

「農林漁業体験民宿業」とは、「施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在

型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動（以下「農山漁村滞在型余暇活動」（表１）とい

う。）に必要な役務を提供する営業をいう」とされ、つまりは「宿泊」と「農山漁村ならではの

体験」とをセットで提供する施設を一般的に「農家民宿」と言います。 

   そして、平成半ば以降、客室面積に係る許可要件や居宅を利用した宿泊事業、農家民宿が行

う農業体験ツアーの広告・販売など、農家民宿の取組拡大に向けた関係法令の規制緩和や取扱

いの明確化が進み、現在では近隣農業者等の協力で農業体験等を提供できれば、非農業者であ

っても開業することができるようになっています。 

 表１【農山漁村滞在型余暇活動の例（漁村滞在型余暇活動は省略）】 

農村滞在型余暇活動 山村滞在型余暇活動 

農作業の体験 林業や林産物生産の体験 

農産物の加工・調理体験 林産物の加工・調理体験 

地域の農業、農村生活・文化体験 地域の林業、山村生活・文化体験 

田畑やため池など農業資源の案内 森林の案内 

@農民イラスト 
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２ 宿泊業に関する制度 

 農家民宿のようにお金をもらって人を宿泊させる場合は、旅館業法の営業許可の取得または

住宅宿泊事業法の届出をしなければなりません。 

旅館業法の営業許可区分は、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の３つに分けられ、民宿

はペンションやユースホステル、ゲストハウスなどと同じく「簡易宿所」に分類されます。 

「簡易宿所」は、通常、延床面積 33 ㎡以上（約 20 畳）の客室を用意しなければなりません

が、農業者等が自宅の一部または離れ等を利用して営む場合は、特例として客室延床面積が 33

㎡未満であっても「簡易宿所」としての許可を得ることができます。この施設を「特例簡易宿

所」と言います。 

一方、住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新法）では、年間 180 日以内に限り住宅（戸建住宅や

マンションなどの共同住宅等）の全部又は一部を利用して旅行者等を宿泊させることができ、こ

れを一般的に「民泊」といいます。 

民宿（農家民宿）と民泊の比較は表２のとおりです。かつては、赤枠の部分が農家民宿として

代表的なものでしたが、現在では、規制緩和などの影響もあり、農業体験などを提供する様々

な形態の民宿や民泊施設が「農家民宿」、「農家民泊」などと呼ばれています。 

  

表２【開業制度の比較表】 

制 度 
旅館業法  

簡易宿所(民宿) 

住宅宿泊事業法

(民泊) 

客室延床面積 

（居室） 

33 ㎡未満 

33 ㎡以上 3.3 ㎡/人以上 
－ 

10 名未満の場合、

3.3 ㎡/人以上 

手続き 
県健康福祉センター所長（宇都宮市保健所長）の許可 知事への届出 

特例による許可※ 条件付きの許可 通常の許可 

年間営業日数 制限なし 180 日以内 

台所 原則必要 必要 

入浴施設 原則必要 必要 

農林漁業体験提供 必須※ 任意 任意 任意 

緩和措置 あり 一部あり － － 

※1 農林漁業体験の提供を併せて行うことで許可になります。 

 

 

このガイドでは、旅館業法の許可を受けて行う「 （特例）簡易宿所」を「農家民宿」と呼んで

解説していきます。 

なお、住宅宿泊事業法によるいわば「農家民泊」を開業する場合も、届出に先立って必要と

なる建築基準法や消防法の手続は共通している部分が多くあるため、本ガイドを参考としてご利

用いただけます。（25、26 ページ参照） 
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第２章 開業・経営編 

１ 手続きを始める前に 

１）目的・目標を持つことが大切 

農家民宿を開業するとして、あなたはどんな農家民宿を目指しますか？ どんなサービス・

感動体験を提供できますか？  

「どこの農家民宿でも同じだよね。」と思われてしまうと、お客様はあなたの民宿に来てく

れませんし、リピーターにもなってくれません。まずは開業する目的や目標をしっかりと持

ち、あなたならではの体験メニューや食事内容、接客などを工夫することが何より重要です。 

農家民宿の開業目的の例としては次のような例が挙げられます。 

 

２）経営者としての適性を理解する 

民宿業を開業すると、いろんなお客様に対応しなければなりませんから、まずは接客力が

必要です。 

また継続して営業していくためには以下のような能力も求められます。これらの能力は、必

ずしも最初から全て備わっていなければならないものではありませんが、運営しながらレベル

アップしていきましょう。 

  

・人と話したり、交流することが楽しい。 

・地元の食材を使った料理でおもてなししたい。 

・農業や地域の良さを知ってもらいたい。 

・副収入を得たい。 

・空き部屋や空き家を有効利用したい。 

・人に接するのは好きですか？（接客力） 

お客様がいる間はお客様優先でなければなりません。 

・外交的・積極的ですか？（情報収集力・発信力） 

  数ある宿泊施設の中からあなたの宿を選んでいただくためには、お客様があな

たの地域や農家民宿に何を求めているかを把握しなければなりません。HP や

SNS で発信し、時には営業をかけるなどして PR することが必要です。 

・前向きですか？（企画力） 

お客様を満足させるためには、魅力あるメニューを用意しなければなりませ

ん。リピーターを確保するため、常に新たなメニューの開発や発掘も必要です。 

・ず～っと続けたいですか？（経営能力） 

  長く続けていくためにはどんぶり勘定ではなく収支をしっかりと管理していか

なければなりません。 

民宿業はボランティアではなくビジネスです。「良質なサービスを提供し、それ

に見合った対価をいただく」という気概をもって経営していきます。 
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３）食事を提供するか 

農家民宿に決まった形はありません。一般的には表３のとおりですが、農家民宿としての   

魅力発揮や手間、経費などを考慮し無理のない範囲のサービスを考えましょう。 

 

表３【食事サービス形態の区分】 

サービス形態 
食品衛生法上の 

飲食店営業許可 
内   容 

素泊まり 

不 要 

食事の提供はありません。自炊施設を用意して自家産の

食材を提供したり、それが無理な場合は、近隣の農家

レストランや飲食店を紹介します。部屋に電気ポット、

電子レンジを用意しておくだけでも喜ばれます。 

共同調理方式 

お客様と一緒に、自家産あるいは地元産の農産物を使

って料理を作るスタイルです。郷土料理を一緒に作るこ

とで食文化の継承や食育にもつながります。 

1 泊朝食付き 

必 要 

朝食のみを提供するスタイル（B＆B）です。手間のか

かる夕食の提供がないだけでも省力化になります。 

1 泊 2 食付き 

夕食と朝食を提供する一般的な宿のスタイルです。自家

産の農産物を利用できるメリットがあるものの、設備

や労力の面で負担は大きくなります。家族の役割分担

や従業員の雇用を含めて検討することが必要です。 

 

４）体験メニューは何を用意するか 

農林漁業体験民宿業として提供される「農村滞在型余暇活動に必要な役務」として具体的な

メニューを挙げると表４のとおりです。 

 

表４【農業等体験メニューの例】 

農村滞在型余暇活動に必要な役務 具  体  例 

1 農作業等の体験の指導 

 

2 農産物の加工又は調理の体験の指導 

3 地域の農業又は農村の生活及び文化

に関する知識の付与 

4 農用地その他の農業資源の案内 

5 農作業体験施設等を利用させる役務 

6 前各号に掲げる役務の提供の斡旋 

田植え、稲刈り、草刈り、野菜・果樹の収穫、やな漁、

きのこ狩り、伐採など 

餅つき、そば打ち、味噌づくり、かんぴょうむき、かま

ど炊きなど 

わら細工、竹細工、染物、織物、祭り、落ち葉さらい、

藍染め、えさやりなど 

田畑、水路、ため池、棚田など 

郷土料理教室等の利用 

協力してくれる農業者等への紹介 
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季節ならではの農作業体験は農家民宿の大きな魅力ですが、経営者が部屋や食事の準備、

後片付けなどをしながら農作業体験も指導をするのは負担が大きくなります。家族で分担した

り、近隣の農業者に体験を依頼したりすることも考えておきましょう。 

一方で農作業などの屋外体験は季節や天候によって左右されやすく、雨などで作業ができな

いことや冬は農作業が少ないことも考えておかなければなりません。また、お客様の中には農

作業以外の体験を希望する場合もあり、特に海外のお客様は日本の歴史や農村文化への興味が

強く、長期滞在を求めるケースが増えています。 

そのため、自分のところで実施できる体験に加えて、地域の事業者が実施する自然・歴史・

文化体験やアウトドアアクティビティなどを斡旋できる体験として一覧にし、ＨＰに掲載した

り宿泊時に案内すれば客層の拡大とリピーターの確保にもつながります。 

 

５）料金はいくらに設定するか 

宿泊や体験の料金が個々の施設によって異なることは問題ありませんが、他の農家民宿や地

域の宿泊施設と全くかけ離れた料金設定は、注意が必要です。 

自家産農産物を含めた食材費や光熱水費などに加え、宿泊施設とする建物の減価償却費※、

ご自身も含め従事者の労務費などの必要経費を積み上げるなどしつつ、近隣の宿泊施設も参考

にして設定するのも１つの方法です。 

※固定資産の価値の減少分の費用のことをいいます。 

「こんな宿で…、こんな料理で…、高い料金はもらえない」などと必要以上に低料金にする

ことなく、将来にわたって無理なく民宿経営を続けられる料金としなければなりません。 

OTA（宿泊施設や航空券などの旅行関連商品をインターネット上で販売する事業者）の利

用は、認知度向上や集客を図る上で効果的であり、積極的な利用をお勧めしますが、その場合

は料金の 20％程度を手数料として見込んだ上で料金を設定しておくことが良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

６）どうやってお客様を集めるか 

農家民宿の利用者は、日常生活では体験できない農村ならではの自然や生活体験に価値を

求めて訪れます。一般的なホテル・旅館の客層とは自ずと異なってきますので、そうしたこと

を念頭に置いて集客方法を考える必要があります。 

特に近年は SNS や HP を利用した情報発信が効果的で、四季折々の様子を写真や動画で随

時発信し、施設の特徴や経営者の人柄をアピールすると訴求力が高まります。 

また、利用者の口コミも有効に作用しますので、最初の受入れ時にいかに満足させるかが

大きなポイントになりますので、利用者へのアンケートやオンラインレビュー（書き込み）

を通じて利用者のニーズを把握し、サービスに反映させることで満足度の向上につなげまし

ょう。 

Q 直接予約の場合は OTA の設定料金より安くするのか？ 
 

A OTA の手数料分を安くする考えもありますが、料金は同一として、直接予約

の場合には特典（体験費用無料、自家産農産物のお土産付き、次回利用の割引な

ど）を設けることも良いでしょう。 
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OTA のほか、費用のかからない Google ビジネスプロフィールといった便利なツールの活

用も検討してください。 

 

７）保険への加入は前向きに 

民宿運営では、施設内での食中毒や病気、事故、盗難、利用者間のトラブルなどが避けら

れません。宿側に過失で損害賠償を求められるものもあれば、利用者の不注意で施設や他の

利用者に損害が生じる場合もあります。運営上のリスク回避はもちろん、利用者の安心感の

醸成、民宿への信頼確保のためにも、表５の内容の保険には積極的に加入しましょう。 

表５【保険制度】 

保険の種類 内   容 

旅館賠償責任 

保険 

営業中に施設内で起こした次の三大事故で、宿泊業者が宿泊者に法律上

の損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われる損害保険 

「施設事故」 

・民宿の火災で宿泊者が死亡した 

・配膳中に皿を落とし、宿泊者が怪我、又は衣類を汚した 

「生産物事故」 

・提供した食事で宿泊者が食中毒を起こした 

「受託物事故」 

・宿泊者から預かった荷物が盗難に遭った、又は壊した 

国内旅行傷害 

保険 

客が旅行中に偶然の事故で怪我をした、あるいは第三者の身体・物財に

損害を与え法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われる損害保

険 

「傷害事故」 

・農作業体験中に客が自分の不注意で怪我をした 

「損害賠償」 

・農作業体験中に客が他の人に怪我をさせた、民宿の物を壊した 

指導者賠償責任

保険 

体験指導者が体験活動中の指導ミスによる過失で、賠償責任をとらなけ

ればならない場合に支払われる損害保険 

・農作業体験中に、指導ミスで参加者に怪我をさせた 

・資材を運搬中に誤って参加者に怪我をさせた、民家の塀を傷つけた 

 

８）宿泊約款の整備は必要 

宿泊という行為は、客が意思を示し、民宿側がこれを承諾することで成立する民法上の契

約になります。そのため、契約条件等を明文化した約款を用意しておかないと思わぬ民法上の

トラブルに発展しかねませんので、ご自身の宿のルールを決めておく必要があります。国土交

通省のＨＰにモデル宿泊約款が掲載されていますので、参考にしてください。 

〔契約条件の例〕 

 ・宿泊引き受けの拒絶（宿泊を断るケース）   ・予約の解除（キャンセル料） 

  ・営業時間（門限や食事提供時間）       ・貴重品の扱い 

  ・宿泊者の責任（宿泊者が宿の備品などを壊した時の責任）など 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokusaikankohotel/index.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokusaikankohotel/index.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001747987.pdf
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９）お客様の送迎には注意 

農家民宿が行う利用者の送迎に関しては、道路運送法と旅行業法の制約を受けますが、一

部次のような規制緩和や運用の見直しがなされています。たとえ善意であっても、これらを

超えたサービス提供は違法となり、罰せられる可能性もありますので注意してください。 

〔無償運送が可能な例〕 

    ・宿泊施設が、駅・空港・港等と宿泊施設との間で、無償の運送サービスを行う場合 

    ・ホテル、旅館、農家民宿等が近隣施設や観光スポットへの運送を無償で行う場合 など 

※ 無償運送については、道路運送法による規制がなく、自由に行うことができます。 

「謝礼の支払い」及び「実費の請求及び支払い」は有償運送とはならないので許可等は必要

ありませんが、具体的な「謝礼」や「実費」の範囲や考え方については、「道路運送法におけ

る許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」（R6.3.1 物流・自動車局旅客

課長通知（国自旅第359号）をご覧いただくか、栃木運輸支局（028-658-7011）へお問い合わ

せください。 

   〔法に抵触する例〕 

・民宿や農業体験の実施場所までの送迎のためにタクシーを手配し、対価を得る。 

 

 10）家族の理解と本業（農業）への影響は十分に話し合って 

自宅に他人を泊めることについて家族はどう思っているでしょうか。民宿業を始めるこ

とでこれまでのように農作業に時間を割くこともできなくなります。 

ご自身が楽しく働き、お客様にも喜ばれる民宿を運営するためには、何よりもご家族の

理解と協力が何より重要で、そのためにも家族内で十分に話し合ってください。 

 

  

@農民イラスト 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html
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２ 受入・接客シーンとポイント 

農家民宿の運営に際して、予約の受付から宿泊後のアフターフォローまでの流れは以下のと

おりです。一連の流れに沿って、ポイントを解説していきます。 

 

 
 

１）予約 

まずはお客様からの予約受付が接客のスタート。 

〔電話の場合〕 

好印象を与えられるよう、明るくはっきりした受け答えが重要です。受け入れ可能な場

合は、次の事項をしっかり聞き記録します。聞き違いのないよう必ず復唱しましょう。 

 

 受け入れが不可能な場合は、お詫びした上で、代替え日程の提案や近隣の施設の案内  

をするなど、できるだけ丁寧に対応すると次の予約に繋がります。 

〔メールの場合〕 

可能な限り当日中、遅くても翌日までには返信するようにしましょう。実務的な内容に

加え、心づかいが感じられる言葉を添えるといいでしょう。 

 

２）受入れの準備 

清潔感のある空間づくりを心がけてください。特に利用者から苦情が多いのが寝具、トイ

レや風呂に関することです。清潔な寝具やタオルを用意することはもちろん、部屋、お風

呂、トイレなどはしっかり掃除をします。 

 生活臭を感じさせないため、庭や畑、家族と共用する玄関、食堂、廊下などのごみはでき

るだけ片付け、整理整頓を心がけます。 

豪華な設備や備品を用意する必要はありません。蔵に眠っていた古い家具を置いたり、季

節の野の花を活けるなど、農家民宿ならではの演出をするだけでも十分魅力があります。 

施設や備品、消耗品などを適切に維持管理することも重要です。こまめに点検・取り替え

を行い快適な宿泊環境を保ちましょう。 

  

・宿泊の申込者（宿泊者と同一かどうかも確認） ・申込者と宿泊する人の連絡先 

・宿泊の人数と宿泊数  ・部屋の種類や食事（アレルギーの有無・種類） 

・料金  ・到着予定時刻  ・体験メニューの希望 
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３）受入れ・宿泊者名簿の記帳と管理 

お客様が「歓迎されている」ということをお客様が感じられるよう、笑顔でお迎えすること

が何より大切。農作業や別用で誰もお迎え出来ないということがないようにします。 

お部屋に案内した後は、食事や体験メニューの確認、施設の案内、施設のルールなどを説

明します。アレルギーがあればこの時に確認しておきます。 

特に地震や火事、豪雨などの災害が発生した際の利用者の誘導は、民宿運営者の義務で

す。最初に部屋に案内した際に、避難方法、火災警報器、消火器の位置や扱い方などを必ず

説明してください。火災に関しては、カーテン、じゅうたん、布団は、燃えにくい加工が施

されている防火品を使用すると安心です。 

また、民宿では宿泊者名簿を備えなければなりません。記入していただいた後は個人情報

保護のため厳重に管理するとともに、顧客情報としても活用します。 

 

４）体験提供 

複数の体験メニューを用意し、季節や天気、お客様の年齢に合わせて体験できるようにして

おくと良いでしょう。畑で野菜を収穫し、その野菜を使って味噌汁を一緒に作るのもりっぱな

体験メニューです。金額が書かれた体験メニュー一覧表を用意すると利用者の良い判断材料に

なります。 

 

５）夕食 

お客様にとって食事は旅の楽しみであり、旅の良し悪しを左右する大きな要素。豪華なもの

よりも、郷土料理、自家産や地元産にこだわった手料理の方が喜ばれることが農家民宿の特色

です。原材料や料理の特徴を説明しながら提供すると良いでしょう。 

また、食中毒を発生させないために衛生管理を徹底しなければなりません。白衣や髪おおい

など清潔な服装を着用し、調理開始前には必ず手洗い消毒を行い、調理関係の設備器具、食器

などは入念に洗浄します。上水道以外の水を使用している場合は、年１回の水質検査を行わな

ければなりません。また、調理従事者の検便も定期的に行ってください。 

料理の提供ができない場合は、一緒に調理すること（共同調理方式）もお客様にとっては貴

重な経験となり、民宿側の負担軽減につながります。共同調理の際には宿泊者の衛生管理にも

注意を払ってください。自炊施設がある場合は、自家産のお米や野菜などを提供すると喜ばれ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ 食物アレルギーを持つお客様にはどう対応すればいいの？ 

 

Ａ 食物アレルギーは最悪の場合死に至るものであるため、料理の提供が想定される場合は、ア

レルギーに関する正しい知識を得ておくことが必要です。 

予約受付時には必ず、宿泊者ごとにアレルギーの有無や種類を聞き、対応が難しい場合は、

宿泊をお断りすることもやむを得ないでしょう。 

卵や乳、えびなどアレルギーの原因物質を取り除いた料理がどこまで可能なのか、対応でき

る範囲・できない範囲をあらかじめ決めておき、HP などで公表しておくといいでしょう。 
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６）トイレ、入浴 

お客様から特に苦情が多いのが寝具、トイレや風呂に関すること。水回りは常に清潔に保

ち、洗面用タオルとバスタオルは一人ごとに用意します。お風呂が家族との共用である場合

は、お客様の入浴時間を決めておきましょう。 

お客様の中には、他の家族と一緒のお風呂を利用することに抵抗を持つ人もいます。近隣に

日帰り温泉がある場合は、利用券をあらかじめ用意しておき、その利用をお勧めすることも方

策です。 

 

７）就寝時 

お客様のご希望に応じて布団やベッドを整えておく、寝る際のエアコンの温度設定をアドバ

イスする、柔らかめと固めの枕を用意しておく、寒い時期は湯たんぽを入れておくなど、ちょ

っとした気配りで快適な就寝をサポートしましょう。 

また、緊急時の対応について案内しておくと、お客様は安心してお休みできます。 

 

８）朝食 

準備の関係もあるので、朝食の時間は前日のうちに確認しておきます。ある程度の時間帯を

示してあげるとお客様も選びやすいでしょう。 

 

９）昼食 

2 日目も体験や宿泊をする場合は昼食の準備も必要です。農産物の収穫体験や調理加工体験

と組み合わせ、カレーやうどん、ピザづくりなど、準備段階からお客様に関わってもらうと負

担が少なくて済みます。近隣の農村レストランを利用することもいいでしょう。 

 

10）精算 

宿泊、食事、体験に応じた金額を確認し料金を頂きます。宿泊料金に含まれずに別会計とな

る費用（例：冷暖房費、ペット料金など）は明示しておく、予約時と金額が異なる場合は説明

するなど、明朗な会計が重要です。 

 

11）お見送り 

家族がいれば家族と一緒に見送るといいでしょう。お客様の姿が見えなくなるまで手を振

るなどの気配りも大切です。 

 

12）片付け 

部屋の掃除の際は、忘れ物がないか入念にチェックします。忘れ物を発見した時は電話等で

お客様に連絡し、その取扱いを確認しましょう。 

寝具は日光に当てシーツは洗濯して、次のお客様が気持ちよく利用できるようにします。 
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13）アフターフォロー 

魅力ある宿にしていくためにはお客様の声を集めるのが一番です。意見や感想を書いてもら

うためのノートを部屋に用意しておくと良いでしょう。 

また、利用していただいたことへのお礼に、季節ごとのイベントや見どころなどを添えて手

紙やメールを送るとリピーターの確保につながります。ノートに記載された感想へのコメント

を記載することも効果的です。 

 

農家民宿を開業、運営しようとする際には「農林漁家民宿おもてなしハンドブック」

(https://www.kouryu.or.jp/ohrai/library/lowcarbon/jdr02800000dvw43.html)が参考になります

ので、ぜひご一読ください。付属のチェックシートで適宜確認することをお勧めします。 

 

これまで解説してきた以外にも、開業資金や外国人旅行者受入れなども考慮しておかなけれ

ばなりませんが、農家民宿のイメージをより現実のものとするためには、何よりも農家民宿の

実例を数多く知ることが重要です。開業事例をインターネットなどで調べ、そして実際に農家

民宿に宿泊し、多くの経営主から話を聞いて自分のイメージを膨らませてください。 

また、農家民宿の場合、最初から利用者が殺到するということは考えられません。かとい

って、豪華な施設や過剰なサービスを売りにすることは好ましくありません。お客様とのふ

れあいを基本に、肉体的にも精神的にも、そして経営的にも無理のない範囲で、まずはご自

身が楽しみながら運営するということを心がけてみてください。 

接客等に慣れて余裕が出てきたら、雇用や施設の改修、料理・体験メニューの充実などを

行い、理想の農家民宿像に向けてステップアップしていきましょう。 

 

  

@農民イラスト 

 県内でグリーン・ツーリズムに取り組む方の交流やスキルアップを目的とした「栃木県

グリーン・ツーリズムネットワーク」という組織があります。（事務局：県農村振興課） 

年会費は無料で、知識・スキル等の獲得はもちろん、県内で各種のグリーン・ツーリズ

ムの活動をしている方、その活動をサポートする方とつながり、「仲間づくり」ができま

すので、農家民宿の開業の検討を始めたらぜひご入会ください。 

https://www.kouryu.or.jp/ohrai/library/lowcarbon/jdr02800000dvw43.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/gtnetwork.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/gtnetwork.html
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYlCt4TF0KUrd7dRrdLP0zYtUINsUzZVMutZhlFP10mamu%2B%2BGfnujB0BSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHyU2LtIVxcSuo%3D%2B%2FW50YQhYSQ%3D%0D%0A


13 

 

３ 計画づくりと事前相談 

１）農家民宿確認シートの作成 

    施設の現状やご自身の考えなどを整理するため、「農家民宿確認シート」（27～30 ページ）

に必要事項を記入するとともに、関係の法令や必要な手続きや申請先等を確認します。 

 

２）経営試算 

改修や備品などの購入のための費用、手持ち資金、借入金などを洗い出した上で、料金を

設定しましょう。料金設定のための主な収支計上費目は、おおよそ表６のとおりです。 

表６【収支計上費目の例】 

項  目 内   容 

収 入 宿泊料  

体験料  

その他 農産物や飲み物の販売料、冷暖房料など 

支 出 食料等仕入費 食材や販売に係る物品の仕入れ価格（自家産も計上） 

租税公課 固定資産税（民宿部分を按分して計上） 

光熱水費 水道料、ガス代、電気料等（同上） 

通信費 電話、はがき等 

広告宣伝費 ネット掲載料、OTA 手数料、広告掲載料等 

保険料 民宿賠償保険、宿泊者傷害保険等 

減価償却費 機械、備品等を購入した場合 

修繕費積立て 客室、水回り等の民宿部分の修繕目的 

給与賃金 専従者、従業員等 

衛生費・消耗品 クリーニング、アメニティグッズ、電池等 

 

３）法令上のチェックと関係資料の整理 

自宅や離れなどが農家民宿を開業するために必要な条件を満たしているのかを「関係法令

チェックシート」(31～32 ページ）で確認するとともに、申請に必要な資料(表７）を用意し

ます。 

表７【申請に必要な資料】 

種   類 内      容 

図 面 

新築時又は改築時の図面。ない場合は、設計事務所に作成を依頼 

建物の位置図 住宅地図や地図アプリなど、建物がどこにあるかが分かる図面 

   配置図 敷地における建物の配置が分かる図面 

   平面図 部屋の配置や面積等が分かる図面 

客室、利用者と家族の共用部分、火災報知機や避難経路、浴

室・洗濯機・調理室等の配置と配管等を明示 

※平面図に明示する設備や配置は法令によって異なりますが、

全てを一枚の平面図に明示し共通して利用した方が便利です。 

   立面図 四方から 

写 真 外観 四方から 
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客室  

共用部分 玄関、廊下、食堂、洗面所、トイレ、風呂など 

その他 

検査済証 新築・増築等の際にその時点での建築基準法に適合していたこ

とを示す証書。 

その他 〔消防法令適合通知書申請〕自動火災報知設備等の仕様書等 

〔水質汚濁防止法における特定施設届出〕調理用設備・器具、

洗濯機、浴槽、浄化槽のカタログ等。水道水以外を使用し

ている場合の水質検査結果（1 年以内） 

〔平面図の例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 旅館用途面積：客室に玄関や廊下、トイレなど宿泊者が使用する部分を加えた面積 

 

４）事前相談 

ここまでの準備が整えば、いよいよ手続きを進めていきます。農家民宿の開業に向けては、

複数の法律が関係し、それぞれ手続きが必要となり、またご自身の考える農家民宿の規模や

サービス形態などによっては手続きや対応が異なることもあります。 

そのため、まずは、「農家民宿確認シート」と関係資料を持って、管轄の農業振興事務所や

県農村振興課（40～46 ページ参照）に相談しましょう。（手ぶらのご相談も可能です。） 

住宅延べ床面積 129.18 ㎡

客室延床面積(旅館業法) 26.5 ㎡ （⑳＋㉑）

客室延床面積(建築基準法) 29.81 ㎡ （⑳＋㉑＋㉒＋㉓）

旅館用途面積(建築基準法、消防法） 93.57 ㎡ （⑳＋㉑＋㉒＋㉓＋共用部分）

※客室延床面積が50㎡以下の場合、消防法上で「客室延床面積」や「旅館用途面積」を計算する必要はありませんが、参考に記載します。

客室部分 ⑳和室 13.25 ㎡ その他 ②勝手 0.83 ㎡

㉑和室 13.25 ㎡ ③洋室 9.94 ㎡

計 26.5 ㎡ ⑪物入 1.65 ㎡

リネン室 ⑧布団室 6.62 ㎡ ⑫和室 9.94 ㎡

⑬押入 1.65 ㎡

共用部分 ⑭仏間 0.83 ㎡

①台所 11.59 ㎡ ⑮物入 0.83 ㎡

④洗面脱衣室 4.97 ㎡ ⑯押入 0.83 ㎡

⑤浴室 4.97 ㎡ ⑰縁側 2.49 ㎡

⑥トイレ 1.65 ㎡ ㉒押入 1.66 ㎡

⑦トイレ 1.65 ㎡ ㉓床の間 1.65 ㎡

⑨廊下 4.97 ㎡ 計 32.3 ㎡

➉食堂 19.05 ㎡

⑱ホール 9.94 ㎡

⑲玄関 4.97 ㎡

計 63.76 ㎡
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その後、関係機関に行って相談をしながら各種手続きをしていきます。   
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第３章 開業手続編 

１ 開業に関係する法令と相談先 

旅館業法に基づく「旅館業」を開業するためには、旅館業法の手続きだけではなく、表８に

示す関係法令の手続きが併せて必要となります。また、各手続きは相互に関連する部分もありま

すので、手戻りがないよう事前に十分相談した上で、これらの申請をするよう注意してくださ

い。 

なお、建築基準法上の規制によって旅館業法に基づく民宿が開業できない場所であっても、

住宅宿泊事業法に基づく民泊であれば開業できる場合があります。営業日数（180 日を超えるか

超えないか）や管理形態も考慮し、民宿にするのか民泊にするのかを決めた上で手続きを進め

ましょう。民泊の相談先も旅館業法と同じです（※宇都宮市の場合のみ、民宿は宇都宮市保健

所、民泊は県医薬・生活衛生課へ相談）。 

 

表８【関係法令と相談（申請・届出先）】 

       関連法（内容） 
相談内容・手続き 相談先 

旅館業法 

（P.17,20） 

旅館業営業許可 

の取得 

・場所に関する事前相談 

・申請に必要な手続き 

・県健康福祉センター 

・宇都宮市保健所 

都市計画法 

（P.17） 

開発許可等の要否 ・建築や用途変更等が可能かどう

かの確認 

・県都市政策課 

・各市担当課 

建築基準法 

（P.17） 

「旅館等」用途とし

ての取扱いの有無 

・施設が「住宅」か「旅館等」か 

・用途変更・改修の要否 

・建築等が可能な地域かどうかの

確認 

・県建築指導課 

・各特定行政庁 

消防法 

（P.18） 

消防法令適合通知書

の交付 

・施設が「住宅」か「旅館等」か 

・消防法上必要な措置の確認 

各消防本部 

水質汚濁 

防止法 

（P.23） 

特定施設の届出 特定施設（厨房・洗濯・入浴施設）

の届出に必要な手続き 

・県環境森林（管理）

事務所（宇都宮市以外） 

・宇都宮市環境保全課

（宇都宮市） 

食品衛生法 

（P.24） 

飲食店営業許可 

の取得 

調理して提供する場合に必要 

（条件により緩和あり） 

・県健康福祉センター 

・宇都宮市保健所 

※  この他、民宿の立地場所によっては農業振興地域の整備に関する法律（農振法）、農地  

法、自然公園法、栃木県立自然公園条例の各所管課の確認が必要な場合があります。 

※ なお、開業場所ごとの具体的な相談先については 40～46 ページをご覧ください。 

※ 施設区分は「住宅」を「一般住宅」、「旅館等」を「宿泊施設」と表現することがありま

す。 

※ 住宅宿泊事業法（民泊）の届出に当たっても、建築基準法と消防法の手続きが必要な場合

があります。 
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２ 開業までの手続きの流れ 

一般的な手続きの流れは、次のようになります。詳細は「３」以降で解説します。 

 

 【必須】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【任意】（施設で食事を提供する場合は、④と同時に手続きしてください） 

 

 

 

  

①農家民宿が開業できる場所かどうかを確認 

   関係法令：旅館業法   問合せ先：県健康福祉センター又は宇都宮市保健所 

都市計画法       県都市政策課又は各市担当課 

建築基準法       県建築指導課又は各特定行政庁 

         

②建物が「旅館等」に該当するか、「旅館等」としての改修・備品等が必要かどうかを確認 

   関係法令：建築基準法  問合せ先：県建築指導課又は各特定行政庁 

        消防法         各消防本部 

③建築基準法、消防法に適合した施設であることを証する書類の申請、交付 

    関係法令：建築基準法  申請先：県建築指導課又は各特定行政庁 

         消防法        各消防本部 

 

④旅館業法の営業許可の申請、許可書の交付（申請の際に③の証明書類を添付） 

    関係法令：旅館業法   申請先：県健康福祉センター又は宇都宮市保健所 

⑤水質汚濁防止法に基づく「特定施設」の届出 

    関係法令：水質汚濁防止法  届出先：市町を経由し県環境森林（管理）事務

所、宇都宮市の場合は宇都宮市環境保全課 

オープン 

④＋食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可申請、許可書の交付 

    関係法令：食品衛生法    申請先：県健康福祉センター又は宇都宮市保健所 
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３ 具体的な手続き（関係法令における手続き・主な基準等） 

 １） 農家民宿が開業できる場所かどうかを確認 

    場所によっては、「旅館等」の宿泊施設の建設及び「宿泊業」の開業ができない場合があ

ります。自宅を利用して開業しようとしても、同様の取り扱いになります。 

特定行政庁※（建築基準法：用途制限）、県都市政策課開発指導担当又は各市担当課（都

市計画法：開発許可）、県健康福祉センター又は宇都宮市保健所（旅館業法：営業許可）に

確認しましょう。 

※特定行政庁とは、建築基準法に基づく建築確認等の業務を行う市又は県のことを言いま

す。開業場所ごとの具体的な相談先については、40～46 ページをご覧ください。 

     

①旅館業法における開業場所の制限 

周囲 100ｍの区域内に次の施設がある場合は事前に県（又は宇都宮市）の承認が必要と 

なります。不明な場合は県健康福祉センター又は宇都宮市保健所に確認してください。その

際、旅館業法の営業許可に関する手続についても一緒に相談すると良いでしょう。 

    ②都市計画法における開発許可等の要否 

以下の場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。また、開発行為が伴わ 

ない場合でも、用途変更等の許可が必要となることがありますので、県都市政策課又は各市

担当課にお問合せください。 

     ・市街化調整区域における開発行為（原則不可） 

     ・市街化区域内での 1,000 ㎡以上の開発行為 

・非線引き都市計画区域内での 3,000 ㎡以上の開発行為 

（一部 1,000 ㎡以上の市町あり） 

・都市計画区域外での 10,000 ㎡以上の開発行為 

③建築基準法における開業場所の条件 

開業場所は次の用途地域内であることが必要です。市町によって取扱いが異なる場合があ

りますので、必ず建築基準法所管部署にお問い合わせください。 

・学校（幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校など） 

・認定こども園 

・児童福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施

設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど） 

・社会教育施設（公民館、図書館、博物館など）のうち主に児童の利用に供さ

れる施設 など 

・第一種住居地域（床面積 3,000 ㎡以下） ・第二種住居地域  ・準住居地域 

・近隣商業地域  ・準工業地域  ・商業地域 ・非線引き白地地域など 
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 ２） 建物が「旅館等」に該当するか、「旅館等」としての改修、備品等が必要かを確認 

     その場所で開業できることが確認できたら、次は建築基準法と消防法で建物の扱いがど

うなるかを確認します。 

客室や建物の延床面積、家主同居の有無等によって、当該建物が「住宅」扱いか「旅館

等」扱いかが判断（表９）され、その判断によって追加の防火措置等の有無が決まります。 

     県建築指導課又は特定行政庁（建築基準法）と各消防本部（消防法）に確認しましょ

う。 

  

表９【住宅扱いと旅館等扱いの分類】  

客室延床面積（建築基準法） 

宿泊室延床面積（消防法） 

建築基準法 消防法 

33 ㎡未満 

以下の要件を満たす場合は、 「旅

館等」の対象外 

・住宅の一部を農家民宿等とし

て利用する。 

・避難上支障がないと認められ

る。 

（平成 17 年１月 17 日付け国住

指 2496 号国土交通省住宅局建

築指導課長通知） 

以下のものは、「住宅」扱い 

・「家主同居型」の届出が行われ

たもの（民泊） 

・上記と同様の利用形態となる

もの（民宿） 

（平成 29 年 10 月 27 日付け消

防予第 330 号消防庁予防課長通

知） 

33～50 ㎡以下 
「旅館等」の対象 

50 ㎡超 「旅館等」扱い 

 

  建物が「住宅」と判断された場合は、原則として「住宅用火災警報器」の設置など、住宅

に必要となる基準に適合している必要があります。 

「旅館等」と判断された場合は、建築基準法及び消防法により新たな構造・設備が必要に

なる場合がありますので、県建築指導課又は各特定行政庁、各消防本部の指示のもとに、必

要な手続き、改修等を行ってください。 

 なお、建物の規模、建築地、建築行為（用途変更を含む）によって建築基準法に基づく

建築確認申請等が必要になる場合がありますので、県建築指導課又は各特定行政庁にご相談

ください。 

     「旅館等」として対応すべき各法令上の措置の例（一例として、消防法の場合を示しま

す。）は表 10 のとおりですが、これらはあくまで一例となりますので、必ず各法令所管部署

までご相談ください。 
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表 10【消防法の基準】（一部） 

項  目 内     容 

① 自動火災報知設備 

自動火災報知設備の感知器は、客室、押入等の区画ごとに設置。建物

延床面積 300 ㎡未満の場合は、無線式の感知器のみで構成される簡

便な設備とすることも可能 

② 漏電火災報知器 

鉄網入りの特殊な壁があり、契約電流容量が 50A を超える場合に必

要。また、特殊な壁があり、旅館用途部分の延床面積が 150 ㎡以上

の場合も必要 

③ 誘導灯・誘導標識 
すべてのものに設置。避難口までの避難経路が明確に分かる場合など

で消防長又は消防署長が認めた場合は設置が不要 

④ 消火器具 建物延床面積が 150 ㎡以上の場合、消火器又は簡易消火器具を設置 

⑤ 防炎対象物品 じゅうたんやカーテン等に防炎性能を有する防炎物品を使用 

⑥ 住宅用火災警報器 

「住宅」には住宅用火災警報機を設置。設置場所は各自治体の条例に

より異なるが、主な場所として、台所や全ての寝室等、また 2 階以上

に寝室がある場合は階段にも設置が必要な場合あり。 

    ※宿泊室の床面積が 50 ㎡以下など、一定の条件を満たす場合は「住宅」扱いとなり、⑥の

みが対象 

 

 ３） 建築基準法、消防法に適合した施設であることを証する書類の交付を申請 

    旅館業法の営業許可申請の際、「当該施設が建築基準法及び消防法に適合していることを

証明する書類」の添付をお願いされることがある（※）ので、建築時に各法令に基づく手続

きを行い、証明書類の交付を受けてください。 

   ※宇都宮市の場合は、旅館業法の許可申請の時点で添付が必須です。 

 

①建築基準法 

建築基準法の証明書類の例としては、検査済証の写し又は検査済証を交付されたことが記

載された台帳記載事項証明等があります。 

    

②消防法 

消防署等の指示を受けて必要な消防用設備等の設置届、防火対象物使用開始届を出した上

で、消防法令適合通知書交付申請書（別紙 4）を提出し、「消防法令適合通知書」、「消防用

設備等検査済証」の交付を受けます。 
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 ４） 旅館業法の営業許可を申請、許可書の交付 

開業できる場所であることを確認し、建築基準法と消防法の証明書類を受領すれば、い

よいよ旅館業法の営業許可の申請手続きをします。 

旅館業法や条例によって、表 11 のとおり簡易宿所として備えるべき構造設備の基準が定

められていますので、事前相談で指摘された場合は適切に対応した上で申請してください。 

旅館業法の営業許可申請は、施設の所在地を管轄する県健康福祉センター（宇都宮市の場

合は宇都宮市保健所）に提出します。 

提出する書類は次のとおりですが、事前相談で十分確認してください。なお、申請手数料

として 22,000 円が必要です。 

＜提出書類＞ 

  

以上までの手続きの後、担当者による現地調査が行われて、特に問題がなければ許可証

が交付されて営業を始めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・営業許可申請書（別紙１）（33 ページ） 

・施設の構造設備を明らかにする書類（別紙２） 

（他に各種図面、写真を添付。13・14 ページ） 

・営業施設付近の地図（施設パンフレット可） 

・営業施設から、半径 150m 以内の建物を示した地図 

（※住宅地図上で営業施設を中心に半径 150m の円を描いたもの） 

・営業施設の平面図[複数棟からなる場合は配置図]  

・建築基準法に基づく検査済証の写し（又は建築台帳の写し） 

※宇都宮市の場合は、旅館業法の許可申請の時点で添付が必須です。 

・消防法令適合通知書（原本） 

・定款又は登記事項証明書（原本）※法人の場合 

・飲用に水道水以外を使用する場合は、水質検査成績書の写し 

・浴室で水道水以外を使用する場合は、水質検査成績書の写し 

・暴力団排除に関する照会同意書 

@農民イラスト 
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     表 11【簡易宿所として備えるべき構造設備の基準】 

項  目 内     容 

施設全体 ・適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 

客  室 

・客室の延床面積は、33 ㎡（宿泊者の数を 10 人未満とする場合は 3.3 ㎡に

当該宿泊者の数を乗じて得た面積）以上であること。【特例簡易宿所の場合

は、33 ㎡未満でも可。】 

・階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね１ｍ以上で

あること。 

・1 客室の床面積は、5 ㎡（宿泊者の数を 10 人未満とする場合は、3.3 ㎡）

以上であること。 

・客室の収容定員は、１客室の有効面積２㎡（宿泊者の数を 10 人未満とす

る場合は、3.3 ㎡）について１人とし、定員を超えて客を収容してはならな

い。 

浴  室 

・当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められ

る場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有す

ること。 

・脱衣場及び浴室は、共同用のものは、貸切りで使用させるもの及び時間を

定めて男女別に使用させるものを除き、男子用及び女子用の区分があるこ

と。 

・外部から見通すことができない構造設備を有すること。 

・気泡発生装置等を設ける場合には、空気の取入口から土ぼこりが流入しな

い構造であること。 

・ろ過器を使用して温湯を循環させる場合には、次に掲げる構造設備を有す

ること。 

 ※詳細は、本ガイドでは記載を省略します。詳しくは、栃木県旅館業法施

行条例第２条又は宇都宮市旅館業法施行条例第２条の規定をご確認くだ

さい。 

・屋外に浴槽を設ける場合には、当該浴槽の温湯が屋内の浴槽に流入しない

構造であること 

・汚水を停滞させることなく排水することができる構造設備を有すること。 

・手洗い設備及びねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備を有す

ること。 

・ごみその他の廃棄物を衛生的に保管し、又は処理する設備を有すること。 

【入浴設備】 

・浴室において使用する湯水は、その用途に応じ、規則で定めるところによ

り、水質検査を行い、その結果を知事又は宇都宮市長に届け出るととも

に、水質検査の日から 3 年間保管すること。 

・浴槽の温湯は、毎日（ろ過器を使用して温湯を循環させる場合は、１週間

に１回以上）交換すること。 

・浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残

留塩素濃度を管理すること。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤

https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000355.html?id=j2_k1_g3
https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000355.html?id=j2_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00000797.html


23 

 

の使用と同等以上の殺菌効果のある方法により消毒を行うこと。 

・浴槽及び洗場は、毎日 1 回以上（ろ過器を使用して温湯を循環させる場合

は、１週間に１回以上）清掃すること。 

※入浴設備に関する基準は、本ガイドでは一部の内容を省略します。詳しく

は、栃木県旅館業法施行条例第 12 条又は宇都宮市旅館業法施行条例第 12

条の規定をご確認ください。 

洗面設備 
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模を有すること。 

・湯水は、飲用に適するものを充分に補給しなければならない。 

ト イ レ 
・適当な数の便所を有すること。 

・汲取式の便所は、薬剤等を用い、ハエの発生を防止しなければならない。 

換 気 
室内の空気の汚染を防ぐため、換気装置を活用し、常に空気を清浄に保持

しなければならない 

採光及び

照 明 

できるだけ自然光線を充分採り入れ、やむを得ない場合及び夜間における

営業の施設の照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業

務上の必要な照度を満たさなければならない。 

防 湿 

・排水設備は随時清掃し、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておく

こと。 

・客室の床が木造であるときは、床下の通風をよくしておくこと。 

衛生保持 
・常によく清掃し、衛生的に保持しなければならない。 

・客室には紙くず入れを備え、適時処理しなければならない。 

寝 具 類 

収容定員数以上の数を備え、次のような措置を講じなければならない。 

・布団及び枕には、清潔な敷布、布団襟、枕覆い等を用いること。 

・敷布、布団襟、枕覆い及び寝衣は、1 客ごとに洗濯すること。 

・布団、枕及び丹前は、随時日光にさらす等適当な方法で消毒すること。 

 

 

  

@農民イラスト 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000355.html?id=j2_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00000797.html
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 ５） 水質汚濁防止法の特定施設の届出 

旅館業で使用する施設のうち厨房施設と洗濯施設、入浴施設は、水質汚濁防止法で規定す

る「特定施設」（表 12）に該当し、それらの設置を届け出るとともに排出水には排水基準

（表 13）が適用されます。 

なお、自宅の全部又は一部を特例簡易宿所とし、既存の台所や洗濯機、浴室を使用する場

合であっても、それぞれが「特定施設」として扱われ届出が必要となります。 

旅館業法の営業許可申請と並行して、市町の所管課を通じて県環境森林（管理）事務所

宛て（宇都宮市の場合は、宇都宮市環境保全課宛て）特定施設設置届出書（添付書類は表

14）を提出してください。 

表 12【特定施設に該当する施設】 

施設名 内    容 

厨房施設 
調理用の設備・器具が設置され、その施設内において調理が行われる

施設 

洗濯施設 洗濯機・脱水機等が設置され、その施設内で専ら洗濯が行われる施設 

入浴施設 浴槽を設け、人を入浴させる施設 
 

表 13【旅館業における排水基準】 

水素イオン濃度 

（ｐH） 

生物化学的酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 

（動植物性油脂類） 

5.8－8.6 
25 ㎎/L 

(日間平均 20 ㎎/L) 

50 ㎎/L 

(同左 40 ㎎/L) 
30 ㎎/L 

 

表 14【届出書添付資料】 

提 出 書 類 備  考 

「別紙 1 特定施設の構造」 「環境保全のしおり」及び「届出記載

要領」が、県ホームページ及び県環境

森林（管理）事務所に用意されていま

す。記載された作成例を参考に作成し

てください。 

 

 

（構造図、仕様書、カタログなど） 

（同上、設計計算書など） 

「別紙 2 特定施設の使用の方法」 

「別紙 3 汚水の処理の方法」 

「別紙 4 排出水の汚染状態及び量」 

「別紙 6 用水及び排水の系統」 

その他①事業場の案内図 

②事業場の平面図 

③特定施設の構造概要図 

④汚水等の処理施設の構造概要図・計算書 

⑤温泉を使用する場合の温泉の分析表 

※特定事業場（特定施設を設置している事業場）から排出される水を下水道に排出する場

合、下水道を管理する市町へ下水道法の届出も必要です。 

※なお、特定事業場内から排出される水を全量下水道に排出する場合は水質汚濁防止法の

届出は不要となります。ただし、雨水排水のみであっても公共用水域に排出する場合、

水質汚濁防止法の届出が必要になります。 

  

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/h27shiori.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/todokedekisaiyouryou.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/todokedekisaiyouryou.html
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 ４＋） （食事を提供する場合）食品衛生法の営業許可申請、許可書の交付 

1 泊 2 食付きや 1 泊朝食付きのような運営スタイルの場合は、県健康福祉センター（宇都

宮市の場合は宇都宮市保健所）に食品衛生法における飲食店営業の許可申請を行い、営業

許可を受けなければなりません。この許可を得るためには、専用の調理場、手洗い設備、

目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備の設置等の施設基準（表 15）をクリアするための改

修や、食品衛生責任者の設置なども必要となります。 

なお、農家民宿であり、1 回 5 食程度を提供する施設であって、家主がその施設の台所で

食品を調理し、宿泊客に対して提供する場合は、施設基準の一部が緩和されることがありま

す。 

また、既に記載したとおり、全ての食事提供が利用者との共同調理や素泊まり・自炊の

場合、この許可は必要ありません。 

    表 15【飲食店営業許可の主な施設基準】※条件によっては基準が緩和できる場合があります。 

項  目 基     準 

調 理 場 住居とは区画された専用の調理場を設けること。 

手洗い設備と食品・

器具等の洗浄設備 
手洗い設備と食品・器具等の洗浄設備をそれぞれ設けること 

床面・内壁・天井の

構造 

清掃、洗浄及び消毒を容易にすることができる材料で作られ、

清掃等を容易に行うことができる構造であること。 

床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不

浸透性の材質で作られ、排水が容易であること。 

便   所 専用の流水式手洗い設備を有すること。 

照明、換気設備 
作業しやすい明るさが維持できる照明、換気ができる設備を設け

ること。 

 

提出する書類は次のとおりですが、詳細は県健康福祉センター（又は宇都宮市保健所）

に相談し、指導を受けた場合は、それに従ってください。なお、申請手数料として 16,000

円が必要です。 

＜提出書類＞ 

                            

・営業許可申請書（別紙３） 

・営業施設の平面図、構造及び設備を示す図面 

・水道水以外を使用する場合は、水質検査成績書の写し 

※飲用に適する水を使用する場合にあっては、1 年 1 回以上水質検査を

行うこと。 

・食品衛生責任者の資格を証する書類（食品衛生責任者手帳、調理師免許

証等）の原本又は写し 

・法人が申請する場合：登記事項証明書の原本又は写し 

・営業施設調査指導票 
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４ 住宅宿泊事業法による民泊 

3 ページで触れたように、住宅の全部又は一部を利用し宿泊サービスを提供するものとして、旅

館業法とは別に、住宅宿泊事業法に基づくいわゆる「民泊」という制度があります。 

この制度は、インバウンドの増加に伴い、急速に拡大する民泊サービスについて、その健全な

普及を図るために平成 29（2017）年に制定されました。 

民泊と民宿（旅館業法の簡易宿所）とのおおまかな違いは、表 16 のとおりです。民泊は、民宿

の開業が制限される地域でも開業が可能な場合があり、水質汚濁防止法の届出が不要などのメリ

ットがある一方、営業日数が年 180 日以下に制限されることや外国人対応・近隣住民とのトラブ

ル防止措置を講じる必要があること、家主不在型の場合は専門の管理業者への委託が必要となる

ことといった各種の制約があります。 

詳細は、民泊制度ポータルサイト（https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html）を

ご覧いただくか、県医薬・生活衛生課又は健康福祉センターにお問い合わせください。 

なお、建築基準法や消防法の手続きが必要となるとともに、市町によって開業期間や場所に制

約がある場合があります。届出に先立ち関係機関に相談してください。 

表 16【民泊と民宿（旅館業法の簡易宿所）との違い】 

区 分 

項 目 
民  泊 

民  宿 

簡易宿所 特例簡易宿所 

客室延床面積 50 ㎡超 50 ㎡以下※1 33 ㎡以上 33 ㎡未満 

法  律 住宅宿泊事業法（届出） 旅館業法（許可） 

営業日数 年 180 日以下 制限なし 

台  所 必 要 必ずしも必要としない 

入浴設備 必 要 公衆浴場近隣の場合を除き原則必要 

便  所 必 要 

洗面設備 必 要 

食品衛生法の扱い 飲食を提供する場合は営業専用の調理室の設置と許可が必要 

消防法の扱い 旅館等 住 宅※1 

【33 ㎡以上 50 ㎡

以下】 

住宅 

【50 ㎡超】 

宿泊施設 

住 宅 

消防法の措置 
自動火災報知設

備等の設置 
個別に判断 

【50 ㎡以下】 

個別に判断 

【50 ㎡超】 

自動火災報知設

備等の設置 

個別に判断 

水質汚濁防止法

(特定施設の届出) 
不 要 必 要 

開業場所 

（建築基準法） 

建築基準法の規制によって、旅館業法に基づく民宿が開業できない場合であ

っても、住宅宿泊事業法に基づく民泊であれば開業できる場合があります。 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
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区 分 

項 目 
民  泊 

民  宿 

簡易宿所 特例簡易宿所 

外国人対応 設備の使用方法等の外国語案内 規定なし 

近隣住民との 

トラブル防止措置 

必 要 

(宿泊者への説明・苦情対応義務) 
規定なし 

家主不在時の 

管理業者への委託 
必 要 規定なし 

送迎サービス 

可 能 

農山漁村余暇法 

（農山漁村体験民

宿業の登録） 

自らが提供する 

体験ツアーの販売 

 ※1 家主不在の場合は消防法上の「宿泊施設（旅館等）」に該当する。 

 

民泊と組み合わせて農業体験等のサービス（農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務）を提供す

れば、農山漁村余暇法第 16 条第１項に基づく「農林漁業体験民宿業者」としての登録を申請する

ことができるなど、農家民宿と同様のものとなります。 

ご自身の運営方針や施設の場所等を考慮し、民泊制度を利用して農家民宿（農家民泊）を開業

することも選択肢のひとつとして考えましょう。 

    

 

  用に建    
   所

       
 間  0 ( )を上 に 業が  

    
 間を し  業が  

  建 住宅（   、   を  ）
 共 住宅

  業 が  する
       

 住   が  す
る       

   所

旅館 ホ ル

   、  ト   
        

      用                

住宅を 用し 
   所

     
    しの   、 
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資料編 

資料１             農家民宿確認シート 

申請者 

氏  名  

連 絡 先 
電 話  

メール  

住  所  

 

項 目 内    容 関係法令等 相談･申請先 

申請者 

□農家 

□非農家 

（会社員、自営業、団体職員、定年退職者） 

－ 

県農村振興課 

各農業振興事務

所 

(市町ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘ

ｽﾞﾑ担当課) 

開業の 

目的や目

標、方向

性 

 

□副収入のため   □交流のため 

□地域活性化のため □社会貢献のため 

□主収入のため 

□資産（空き家等）活用のため 

（上記以外の場合やその他目的等を自由に記載し

てください。） 

 

 

― 

農業体験

等内容 

別添資料 農山漁村滞在

型余暇活動法 

建物状況 

民宿とする建物： 

□既存住宅     □新築住宅 

□改築予定の住宅 

民宿とする位置： 

□１階  □２階  □離れ  □その他 

建築基準法 

 

 

消防法 

県建築指導課又

は各特定行政庁 

 

消防本部(局) 

客室の部

屋数・面

積・位置 

客室の部屋数：       部屋 

客室の延床面積：    ㎡ 

客室の位置： 

□１階  □２階  □その他 

旅館業法 

 

 

 

建築基準法 

 

 

消防法 

宇都宮市保健所

各健康福祉セン

ター 

 

県建築指導課又

は各特定行政庁 

 

消防本部(局)等 

食事提供 

□なし 

□素泊まり式     □自炊式 

□共同調理体験形式（夕食、朝食） 

食品衛生法 

 

宇都宮市保健所

各健康福祉セン

ター 
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□あり 

□1 泊 2 食付 

□1 泊朝食付（BB スタイル） 

□1 泊朝食付＋夕食は共同調理体験形式 

□あり（品目を記入） 

送迎 

□なし 

□最寄りの駅まで 

□それ以外（具体的に記入） 

道路運送法 
栃木運輸支局 

県交通政策課 

営業時期 

□通年型（定休日     曜日） 

□季節型（    月～   月） 

□週末型 

□目的型（             ） 

— — 

料金設定 

・素泊まり式：          円/人 

・自 炊 式：          円/人 

・郷土料理体験：          円/人 

・１泊２食付：          円/人 

・１泊朝食付：          円/人 

・１泊朝食付＋共同調理体験      円/人 

・体験指導料：          円/人 

— — 

開業 

予定時期 
令和   年   月   日頃 

予約方法 □電 話 □FAX □メール □インターネット □地域協議会 □その他 

宣伝方法 □チラシ配布 □インターネット □広 告 □その他 

保険 

加入状況 

加入（見込み）の保険会社、加入内容等を記入 

一緒に取

り組む方

の 

概要 
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※本シートは、開業に向けて自身の状況の整理や計画づくりの参考とするために作成するもので

す。 

※農業振興事務所や県農村振興課などに相談に行く際には、全ての項目を記載する必要はありま

せんので、記入できる部分のみ記載したら、そのシートをご持参ください。 

  

インバウ

ンド対応

の 

意向や 

検討内容 

 

資金の必

要額や 

調達計画 

 

その他、 

開業に向

けて検討

している

こと 

など 
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農業体験内容（農家民宿確認シート 添付資料） 

農山漁村滞在型余暇活動に 

必要な役務 

具体的な内容 

時期 内容及び役務の提供場所 

イ 農作業の体験の指導 

 

 

 

  

ロ 農産物の加工又は調理の体験

の指導 

 

 

  

ハ 地域の農業又は農村の生活お

よび文化に関する知識の付与 

 

 

  

ニ 農用地その他の農業資源の案

内 

 

 

  

ホ 農作業体験施設等を利用させ

る役務 

 

 

  

上記イ～ホに掲げる役務の提供のあっせん 

 具体的な内容 時 期 役務の提供場所、提供者氏名・住所・電話番号 

イ  

 

  

ロ  

 

  

ハ  

 

  

ニ  

 

  

ホ  
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資料２             関係法令チェックシート 

関係

法令 
チェック欄 必要な手続き 

旅 館

業法 

□ 客室延床面積※1 が 33 ㎡以上(簡易宿所) 

□ 客室延床面積※1 が 33 ㎡未満(特例簡易宿

所) 

旅館業法の営業許可が必要です。 

食 品

衛 生

法 

□ 食事の提供をしない（素泊まり、自炊、

共同調理体験形式） 

□ 農畜産物の加工販売をしない 

食品衛生法に基づく手続きは必要

ありません。 

□ 食事の提供をする（１泊２食付、１泊朝

食付、１泊朝食付＋共同調理体験形式） 

□ 農畜産物の加工販売をする 

食品衛生法の飲食業許可申請が必

要です。 

建 築

基 準

法 

□ 新築、増築、改築、大規模な修繕・模様

替えを伴う場合 

新築等をする場合は、建築確認申

請など建築基準法に基づく手続き

が必要です。 

既存の住宅の一部を客室として利用し、次の

全ての項目に該当する場合 

□ 客室延床面積※２が 33 ㎡未満 

□ 各客室から直接外部に容易に避難できる 

□ 農林漁業体験を提供・斡旋する施設 

規制緩和により、建築基準法上

「旅館等」には該当しない取扱い

となりますが、施設構造等により

異なる取扱いとなる場合がありま

すので、建築関係部署に相談して

ください。 

消 防

法 

(1) 次の全ての項目に該当する場合 消防法

上の「住宅」扱い 

□ 一般住宅の一部を客室として利用 

□ 客室延床面積＊3 が 50 ㎡以下 

□ 家主同居型等の利用形態 

・「住宅」扱いでも、平成 18

（2006）年から全ての住宅に義

務付けられている住宅用火災警報

器が設置されていない場合は、新

たに設置が必要です。 

・「宿泊施設」等の扱いとなる場

合は、上記以外にも消防法に基づ

く措置が必要です。 

・「住宅」、「宿泊施設」等のいず

れの場合も「消防法令適合通知

書」の交付を受ける必要がある場

合がありますので、管轄する消防

署に相談してください。 

 

 

 

 

 

(1) 上記(1)に該当しない場合 「用途が混

在する防火対象物」又は「宿泊施設」扱い 
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都 市

計 画

法 

□ 開業する場所が市街化調整区域内 原則として建築物の建築や用途

変更はできません。 

ただし、一定の要件を満たして

都市計画法上の許可を受けること

により、建築物の建築や用途変更

が認められる場合があります。 

開発許可等の要否については県

都市政策課開発指導担当又は各市

担当課に相談してください。 

具体的な相談先については 40

～46 ページをご覧ください。 

□ 開業する場所が、市街化区域内、非線引

都市計画区域内又は都市計画区域外 

都市計画法上の許可が必要とな

る場合があります。 

開発許可等の要否については県

都市政策課開発指導担当又は各市

担当課に相談してください。 

具体的な相談先については 40

～46 ページをご覧ください。 

水 質

汚 濁

防 止

法 

□ 厨房施設、洗濯施設、入浴施設のうち、

どれか一つでも施設がある。 

特定施設設置の届出が必要です。 

□ 厨房施設、洗濯施設、入浴施設のうち、

該当する施設が一つもない。 

特に手続きは必要ありません。 

浄 化

槽法 

□ 浄化槽を新たに設置する。 浄化槽法上の手続きが必要です。 

□ 既存の合併処理浄化槽を使用する。 特に手続きは必要ありません。 

□ 既存の単独処理浄化槽を使用する。 

※1、※3 床の間、押入を含まない。 

※2 床の間、押入を含む。 

★本チェックシートは、ご自身の状況を整理し、今後どのような関係法令上の手続きが必要

となるのかの概要を把握する際の参考としてご活用ください。（相談先はこちら） 
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 別紙１（旅館業営業許可申請書）

 

年  月  日 

 

栃木県    保健所長 様 

 

申請者 住 所 

氏 名 

年 月 日生 

法人にあっては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者氏名 

 

旅館業営業許可申請書 

 

 

  次のとおり旅館業を営みたいので、旅館業法第 3 条第 1 項の規定により関係書類を添えて

申請します。 

 

 1 営業施設の名称及び所在地 

   名称 

   所在地 

 

 2 営業の種別 

 

 3 営業施設が旅館業法施行規則第 5 条第 1 項各号に該当するときは、その旨 

 

 4 営業施設の構造設備の概要(別紙とする。) 

 

 5 旅館業法第 3 条第 2 項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 

 

 6 営業施設の設置場所が旅館業法第 3 条第 3 項各号に掲げる施設の周囲おおむね 150 メー

トル以内にある場合は、その旨 

 

 7 営業の種別が旅館・ホテル営業の場合は、客室ごとの寝台の数(別紙とする。) 
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別紙２（営業施設の構造設備の概要） 
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別紙３（飲食店営業許可申請書・表面） 
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別紙３（飲食店営業許可申請書・裏面） 
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別紙４（消防法令適合通知書交付申請書）【※消防本部により、様式が異なります。】 

消防法令適合通知書交付申請書 

   年  月  日  

（消防長又は消防署長） 様 

申請者 

住 所 

氏 名 

下記の旅館又はホテル等について、消防法令に係る消防法令適合通知書の交付を申請し

ます。 

 

記 

１ 名称（旅館又はホテルの名称） 

 

２ 所在地（旅館又はホテルの所在地） 

 

３ 申請理由区分 

□ 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条の規定による営業の許可 

□ 旅館業法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 28 号）第４条の規定による施設又は設備

の変更届出 

□ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第３条又は第 18 条第１項の規 

定による登録 

□ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第７条第１項又は第 18 条第２ 

項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出 

□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

３条の規定による営業許可 

□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

９条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出 

□ その他（                               ） 

※受付欄 ※経過欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 
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別紙５（消防用設備等の特例適用申請書）【※消防本部により、様式が異なります。】 

消防用設備等特例適用申請書 

                                  年  月  日 

 

（消防長又は消防署長） 様 

 

申請者 

                         住 所 

                           （電話          ） 

氏 名 

 

 下記の防火対象物の消防用設備等について、消防法施行令第 32 条の規定の適用を受けたい

ので申請します。 

防 

火 

対 

象 

物 

所在地  

名 称  

用 途  令別表第 1     項 

構造規模 
        造      地上   階    地下   階 

床面積       ㎡        延べ面積       ㎡ 

特例適用を受けたい

消防用設備等の種類 
 

特例適用を受けるた

めの理由及び措置 
 

その他必要事項  

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

   2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 

   3 消防長が別に指示する図書類を添付すること。 

   4 ※印欄は、記入しないこと。 
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関係法令相談先一覧 

所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品 

衛生法 
消防法 

水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

県庁 

農政部 

農村振興課 

028-623-

2333 

保健福祉部 

医薬・生活

衛生課 

028-623-

3110 

保健福祉部  

医薬・生活

衛生課  

028-623-

3109 

下記記載

の各管轄

消防本部

又は消防

署へお問

い合わせ

ください 

環境森林部 

環境保全課 

028-623-

3189 

県土整備部 

建築指導課 

028-623-

2863 

県土整備部 

都市政策課 

開発指導担

当 

028-623-

2466 

宇都宮

市 河内農業振

興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

028-626-

3076 

【 旅 館 業

法】 

宇都宮市保

健所 

生活衛生課 

環境衛生 G 

028-626-

1108 

 

【住宅宿泊

事業法】 

保健福祉部

医薬・生活

衛生課 

028-623-

3110 

宇都宮市保

健所 

生活衛生課 

食品衛生 G 

028-626-

1110 

宇都宮市

内管轄消

防署 

028- 

625-3453 

(中央) 

663-

0119(東) 

647-

0119(西) 

653-

0119(南) 

宇都宮市 

環境部 

環境保全課 

028-632-

2420 

宇都宮市 

都市整備部

建築指導課 

028-632-

2573 

宇都宮市 

都市計画課 

開発指導Ｇ 

028-632-

2641 

上三川

町 

県南健康福

祉センター 

生活衛生課 

0285-22-

6119 

県南健康福

祉センター 

生活衛生課 

0285-22-

4235 

石橋地区

消防組合

消防本部

予 防 課 

0285-53-

6166 

県東環境森

林事務所 

環境部 

環境対策課 

0285-81-

9002 

県土整備部

建築指導課

審査指導第

第一担当 

028-623-

2867 

県土整備部 

都市政策課 

開発指導担

当 

028-623-

2466 

鹿 沼

市 

上都賀農業

振興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

0289-62-

5236 

県西健康福

祉センター 

生活衛生課 

0289-64-

3029 

県西健康福

祉センター 

生活衛生課 

0289-64-

3028 

鹿沼市消

防本部予

防課 

0289-63-

1154 

県西環境森

林事務所 

環境部環境

対策課 

0288-23-

1000 

鹿沼市 

都市建設部

建築指導課 

0289-63-

2242 

鹿沼市 

建築指導課 

開発指導係 

0289-63-

2215 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品 

衛生法 
消防法 

水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

日 光

市 

上都賀農業

振興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

0289-62-

5236 

今市健康福祉センター  

保健衛生課 

0288-21-1066 

日光市消

防本部予

防課 

0288-21-

0368 

県西環境森

林事務所 

環境部環境

対策課 

0288-23-

1000 

日光市 

建設部 

建築住宅課 

0288-21-

5197 

日光市 

都市計画課 

都市計画係 

0288-21-

5102 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品衛生法 

消防法 
水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

真岡市 

芳 賀 農 業 振

興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

0285-82-

4720 

県 東 健 康 福

祉センター  

生活衛生課 

0285-83-

7220 

芳 賀 地 区 広

域 行 政 事 務

組 合 消 防 本

部 予 防 課

0285-82-

8997 

県 東 環 境 森

林事務所 

環境部 

環境対策課 

0285-81-

9002 

県 土 整 備 部

建 築 指 導 課

審 査 指 導 第

第二担当 

028-623-

2872 

真岡市 

都市計画課 

開発指導係 

0285-83-

8153 

益子町 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

茂木町 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

市貝町 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

芳賀町 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品 

衛生法 
消防法 

水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

栃 木

市 

下都賀農業

振興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

0282-23-

3425 

栃木健康福祉センター  

保健衛生課 

0282-22-4121 

栃木市消

防本部予

防課 

0282-22-

0072 

小山環境管

理事務所 

環境対策課 

0285-22-

4309 

栃木市 

都市建設部

建築指導課 

0282-21-

2441 

栃木市 

都市計画課 

開発指導係 

0282-21-

2444 

小 山

市 県南健康福

祉センター  

生活衛生課 

0285-22-

6119  

県南健康福

祉センター 

生活衛生課 

0285-22-

4235 

小山市消

防本部予

防課 

0285-39-

6657 

小山市 

都市整備部

建築指導課 

0285-22-

9233 

小山市 

都市政策課 

開発指導係 

0285-22-

9234 

下 野

市 石橋地区

消防組合

消防本部

予防課 

0285-53-

6166 

県土整備部

建築指導課

審査指導第

第二担当 

028-623-

2872 

下野市 

都市政策課 

開発指導 G 

0285-32-

8909 

壬 生

町 

栃木健康福祉センター 

保健衛生課 

0282-22-4121 

県土整備部 

都市政策課 

開発指導担

当 

028-623-

2466 

野 木

町 

県南健康福

祉センター 

生活衛生課 

0285-22-

6119 

県南健康福

祉センター 

生活衛生課 

0285-22-

4235 

小山市消

防本部予

防課 

0285-39-

6657 

県土整備部 

都市政策課 

開発指導担

当 

028-623-

2466 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品衛生法 

消防法 
水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

矢板市  

塩 谷 南 那 須

農 業 振 興 事

務所 

企画振興部 

企画振興課 

0287-43-

1252 

県 北 健 康 福

祉センター 

生 活 衛 生 課

0287-22-

2364 

塩 谷 広 域 行

政 組 合 矢 板

消 防 署  

0287-44-

2511 

県 北 環 境 森

林事務所 

環 境 部 環 境

対策課 

0287-22-

2277 

県 土 整 備 部

建 築 指 導 課

審 査 指 導 第

第一担当 

028-623-

2867 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

さ く ら

市 

塩 谷 広 域 行

政 組 合 氏 家

消 防 署  

028-682-

0119 

 

塩 谷 広 域 行

政 組 合 喜 連

川 消 防 署  

028-686-

0119 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

那須烏山

市 

南 那 須 地 区

広 域 行 政 事

務 組 合 消 防

本部予防課 

0287-83-

8802 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

塩谷町 

塩 谷 広 域 行

政 組 合 塩 谷

消防署 0287-

45-0090 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

高 根 沢

町 

塩 谷 広 域 行

政 組 合 高 根

沢 消 防 署

028-675-

1711 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品衛生法 

消防法 
水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

那 珂 川

町 

塩 谷 南 那 須

農 業 振 興 事

務所 

企画振興部 

企画振興課 

0287-43-

1252 

県 北 健 康 福

祉センター 

生 活 衛 生 課

0287-22-

2364 

南 那 須 地 区

広 域 行 政 事

務 組 合 消 防

本部予防課 

0287-83-

8802 

県 北 環 境 森

林事務所 

環 境 部 環 境

対策課 

0287-22-

2277 

県 土 整 備 部

建 築 指 導 課

審 査 指 導 第

第一担当 

028-623-

2867 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 

大 田 原

市 

那 須 農 業 振

興事務所 

企画振興部 

企画振興課 

0287-23-

2151 

那 須 地 区 消

防 組 合 大 田

原 消 防 署 庶

務予防係 

0287-28-

5100 

大田原市 

建設部 

建築住宅課 

0287-23-

1178 

大田原市 

都市計画課 

開発指導係 

0287-23-

8758 

那須塩原

市 

那 須 地 区 消

防 組 合 黒 磯

消 防 署 庶 務

予防係 

0287-62-

0863 

 

那 須 地 区 消

防 組 合 西 那

須 野 消 防 署

庶務予防係 

0287-36-

2300 

那須塩原市 

建設部 

建築指導課 

0287-62-

7169 

那 須 塩 原 市

都市計画課 

開発指導係 

0287-62-

7048 

那須町 

那 須 地 区 消

防 組 合 那 須

消 防 署 庶 務

予防係 

0287-72-

1215 

県 土 整 備 部

建 築 指 導 課

審 査 指 導 第

第一担当 

028-623-

2867 

県土整備部 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

028-623-

2466 
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所在 

市町 
総合案内 

旅館業法 

住宅宿泊 

事業法 

食品衛生法 

消防法 
水質汚濁 

防止法 
建築基準法 都市計画法 

足利市 安 足 農 業 振

興事務所 

企画振興部 

振興課 

0283-22-

2355 

安 足 健 康 福

祉センター  

生活衛生課 

0284-41-

5897 

足 利 市 消 防

本部予防課 

0284-41-

3199 

県 南 環 境 森

林事務所 

環 境 部 環 境

対策課 

0283-23-

4445 

足利市 

都 市 建 設 部

建築・住宅政

策課  

0284-20-

2170 

足利市 

都市政策課 

開 発 指 導 担

当 

0284-20-

2168 

佐野市 

佐 野 市 消 防

本部予防課 

0283-23-

9910 

佐野市 

都 市 建 設 部

建築指導課 

0283-20-

3104 

佐野市 

都市計画課 

開発指導係 

0283-20-

3100 

 

 

 

  

@農民イラスト 



48 

 

（参考）グリーン・ツーリズムの実施に関する主な法令 

区分 法律名 グリーン・ツーリズムとの関係 

総合 農山漁村滞在

型余暇活動の

ための基盤整

備の促進に関

する法律（余

暇法） 

 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措

置、「農林漁業体験民宿業」（以下、農家民宿という）の登録制度を実施

しています。 

【窓口】 

・農林漁業体験民宿業の登録（任意）…(株)百戦錬磨又は（一財）都市

農山漁村交流活性化機構 

営業に 

関する法

律 

旅行業法 報酬を得て、旅行業務を事業として行うときは、旅行業の登録が必要

です。 

【規制緩和】 

 ただし、農家民宿自らが提供する運送・宿泊サービス（これに農業体

験を付加する場合を含む）を販売することは、旅行業法の対象外とされ

ています。 

※運送サービスは宿泊事業者が利用者を対象に、近隣施設や駅・空港等への運送を

無償で行う場合のみ可能（「無償運送」に該当する範囲等の詳細は、８ページ参

照）。 

【窓口】 

県観光交流課 

道路運送法 運送に特定したサービスの提供による運送の対価を得て、運送業務を

事業として行うとき、自家用自動車による運送を行うときは、道路運送

法における許可又は登録が必要です。 

【規制緩和】（運用の明確化） 

 ただし、農家民宿等の宿泊施設が、宿泊サービスの一環として行う送

迎輸送やその一環として行う周遊案内（送迎に係る運送の対価を収受し

ていない場合に限る）には、道路運送法上の許可又は登録は不要です。 

【窓口】 

・栃木運輸支局（028-658-7011） 

・県交通政策課（028-623-2187） 

食品衛生法 食事の提供を行う場合は、「飲食店営業」の許可が必要です。ただ

し、次の場合、飲食店営業の許可は必要ありませんが、食品の取扱いや

施設の衛生管理等に十分注意してください。 

・体験宿泊者が自炊する場合 

・体験宿泊者と農林漁業者が共同で調理する場合 

【窓口】 

・県健康福祉センター（宇都宮市以外） 

・宇都宮市保健所（宇都宮市） 
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営業に 

関する法

律 

旅館業法 有償で（宿泊料を得て）、宿泊施設を営むものは、旅館業法の営業許

可が必要です。 

【規制緩和】 

 余暇法に規定する農家民宿を営む施設の場合、客室延床面積の要件

（33 ㎡以上）が適用外となりました。 

【窓口】 

・県健康福祉センター（宇都宮市以外） 

・宇都宮市保健所（宇都宮市） 

住宅宿泊事業

法 

一定の条件を満たし、人の居住の用に供されている住宅であって、人

を宿泊させる日数が 180 日を超えない場合は、人を宿泊させることが

できます。これは旅館業法の「許可」でなく、住宅宿泊事業法の「届

出」になります。 

【窓口】 

・県健康福祉センター（宇都宮市以外） 

・県医薬・生活衛生課（宇都宮市） 

施設・設

備に関す

る法律 

建築基準法 農家民宿に用途変更する場合や建物の建築等をする場合は、建築基準法

上の手続が必要となります。 

【規制緩和】 

 住宅の一部を農家民宿等として利用するもののうち、客室の床面積の

合計が 33 ㎡未満であって、各客室から直接外部に容易に避難できる等

避難上支障がないと認められる建築物については、建築基準法上旅館等

に該当しないものとして取り扱われます。 

【窓口】 

・県建築指導課（下記の市以外） 

・市建築指導担当課（宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日

光市、小山市、大田原市、那須塩原市） 

消防法 防火対象物として適合しているかどうかの確認が必要です。建物の規模

によっては、消防設備などの設置、防火管理者の選任が必要です。 

【規制緩和】 

 建物の構造等によっては誘導灯の設置が免除される場合があります。 

 免除の可否は管轄消防本部（局）に確認をしてください。 

【窓口】 

各消防本部 

施設・設

備に関す

る法律・

条例 

浄化槽法 浄化槽を設置するときには、市町に届出をしなければなりません。ただ

し、建築確認申請をする場合には、その中で手続が行われます。 

【窓口】 

市町担当課 
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施設・設

備に関す

る法律・

条例 

水質汚濁防止

法 

厨房施設や入浴施設などから公共用水域に水を排出する場合、届出が必

要となる場合があります。 

【窓口】 

・市町担当課を経由し、県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境

対策課へ提出（宇都宮市以外） 

・宇都宮市環境保全課（宇都宮市） 

都市計画法 グリーン・ツーリズムに取り組むに当たり、建築物又は特定工作物の建

築等がある場合には、あらかじめ都市計画法上の許可が必要となる場合

があります。 

 許可の要否については、県又は市の窓口に御相談ください。 

【窓口】 

・県都市政策課開発指導担当（下記の市以外） 

・市担当課（宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小

山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、下野市） 

宅地造成及び

特定盛土等規

制法（盛土規

制法） 

宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内において、盛土又は

切土を行う場合には、許可又は届出が必要となる場合があります。 

【窓口】 

・県都市政策課盛土安全推進班（宇都宮市以外） 

・宇都宮市都市計画課（宇都宮市） 

自然公園法・

栃木県立自然

公園条例 

国立公園又は県立自然公園内に工作物を新築・改築・増築等する場合に

は、許可又は届出が必要となる場合があります。 

【窓口】 

（自然公園法） 

・環境省日光国立公園管理事務所（日光国立公園日光地域） 

・環境省日光国立公園那須管理官事務所（日光国立公園那須甲子・塩原

地域） 

・環境省檜枝岐自然保護官事務所（尾瀬国立公園） 

（栃木県立自然公園条例） 

自然環境課 

農業振興地域

の整備に関す

る 

法律（農振

法） 

 農用地区域内の土地を建築物その他の工作物の設置等、農用地以外の

用途に供するためには、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必

要になります。 

 詳細は市町農振担当にお問い合わせください。 

【窓口】 

市町農業振興地域制度担当課 

農地法  農地を農地以外のものに転用する場合には、県又は市町の許可を受け

る必要があります。 

 詳細は県又は市の窓口にお問い合わせください。 

【窓口】 

・県農政課農地調整班（下記の市町以外） 

・市町農業委員会（県内全市、壬生町、那須町） 
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参考資料 

 

【グリーン・ツーリズム 農林漁家民宿開業・運営の手引き】 （農林水産省） 

  開業までの準備や手続き、運営上のポイントなど、農家民宿に係る全般について解説している。経

営試算や外国人旅行者受け入れについても記載がある。 

 ※リンク先ページ（農林水産省ＨＰ）の「農林漁家民宿開業・運営の手引き（平成 28 年 3 月発

行）」をご覧ください。 

 

【農林漁家民宿おもてなしハンドブック】（都市と農山漁村の共生・滞留推進会議） 

  お客様の予約からお帰りまでの各場面ごとのおもてなし（ホスピタリティー）のポイントや、接客

の基本、農家民宿ならではのおもてなしなどを解説している。 

  農家民宿の品質向上に向けた「気づき」のための自己チェックシートもある。 

 

【農山漁村の所得向上・活性化のための農泊手引き】（㈱百戦錬磨 ㈱農協観光） 

農家民宿や農林漁業体験など、地域として農泊事業に取り組む際の手引書。 

体制づくりから地域コンテンツ、販売・プロモーション、インバウンドなど農泊を自律的かつ持続

的なビジネスとして取り組む観点から記載している。 

 

【住宅宿泊事業（民泊）を始める方へ】（国土交通省観光庁 観光産業課 民泊業務適正化指導室） 

住宅宿泊法に基づく届出により住宅を宿泊施設として使用するための手引書。 

 

【民泊を始めるにあたって】（総務省消防庁・住宅宿泊協会（JAVR）） 

  民泊を開業する際に必要となる消防法令上必要な措置が、分かりやすくまとめられています。 

  なお、民泊ではなく特例簡易宿所や簡易宿所として開業する場合でも、消防法令上必要な措置に

ついては本資料が参考となります。 

 

【食物アレルギー表示に関する情報】（消費者庁） 

  食物アレルギーに関する基本的な事項が分かりやすくまとめられています。 

 

【グリーン・ツーリズムエントリーモデル造成の手引き】（じゃらんリサーチセンター） 

  「グリーン・ツーリズム未経験者を引き込む方法」、「グリーン・ツーリズム未経験者向けの商品

の作り方」、「効果的にＰＲし、販売する方法」について、グリーン・ツーリズム事業者のためのヒ

ント集として整理されている。 

 

【農村地域におけるインバウンド受入れの手引き】（栃木県農政部） 

  県内の都市農村交流施設を対象に、インバウンドをめぐる情勢や対応に役立つ情報などを記載し

ている。 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/yoka_law.html
https://www.kouryu.or.jp/ohrai/library/lowcarbon/jdr02800000dvw43.html
https://www.hyakuren.org/20200331_news01/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001485703.pdf
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post20.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/pdf/r-manyuaru.pdf
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/noson-chusankan/r6inboundguide.html
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★農家民宿の開業・運営にあたり、法律上の手続以外に係る参考情報（ピックアップ） 

 ・「日々の運営」…上記「農林漁家民宿おもてなしハンドブック」 

 ・「収支計画」…上記「農山漁村の所得向上・活性化のための農泊手引き」（以下「農泊手引き」と

いいます。）P30～32 

 ・「資金調達」…上記「農泊手引き」P36～37 

 ・「安全管理」…上記「農泊手引き」P48～51 

 ・「事業上のリスク・保険」…上記「農泊手引き」P52～57 

 ・「マーケティング」…上記「農泊手引き」P58～63 

 ・「コンテンツづくり」…上記「農泊手引き」P64～87 

 ・「プロモーション」…上記「農泊手引き」P88～105 

 ・「インバウンド対応」…上記「農泊手引き」P106～111 

            …上記「インバウンド受入れマニュアル」 

  
@農民イラスト 
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【栃木県の主な支援策一覧】（令和８（2026 年度版）） 

 ※詳細は、県農政部農村振興課（028-623-2333）へお問い合わせください。 

 
※この他、農林水産省の交付金（農山漁村振興交付金（農泊推進型））があります。 

項番 種類 事業名（取組名） 概要 個人/協議会等 活用例

1 開業支援 農家民宿開業セミナー ・農家民宿の開業に向けた基礎知識等を学ぶセミナーを開催 個人による参加も可
・農家民宿に興味を持った際、開業セミナーへ

　参加

2
開業支援

取組支援

農村地域グローバル化

推進事業費（補助金）

【ソフト】

インバウンド受入体制推進への助成(ソフト)

・事業主体：地域組織、市町、農業協同組合（計画策定組織）

・対象経費：各種ツールの多言語化､ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ育成 等に要する経費

・補 助 率：１／２以内（標準事業費：１年目2,000 千円､

　　　　　　2 年目1,000 千円（最大２年間））

地域組織等

※個人不可

地域として農泊の取組を進めていく際、本補助金

を活用し、受入体制を構築。

3
開業支援

取組支援

農村地域グローバル化

整備事業費（補助金）

【ハード】

インバウンド受入環境整備への助成(ハード)

・事業主体：地域組織、市町、農業協同組合（計画策定組織）

・対象経費：農業体験等の設備や滞在施設の機能強化等に要する経費

・補 助 率：４／10 以内

　　　　　  (標準事業費：10,000 千円（最大２年間））

地域組織等

※個人不可

地域として農泊の取組を進めていく際、本補助金

を活用し、滞在施設の改修等を実施。

4
開業支援

取組支援

中山間地域実践活動支援

（補助金）【ソフト】

人を呼び込むための受入体制づくりや地域資源の活用など、地域住民

の自主的な取組を支援(ソフト)。

・事業主体：市町または集落・地域住民の組織等

・補助率10/10以内(標準事業費600千円以内)

【対象地域】

・中山間地域を有する市町（詳細はお問い合わせください）

集落・地域住民の組織等

※個人不可

・地域として誘客促進を目的に農家民宿の取組を

行う場合、地域での受入体制を作るための研修等

の開催(講師謝金など)

・地域として誘客促進を目的に農業体験の取組を

行う場合、地域の魅力をPRするチラシ等の作成

（印刷費など）

5 取組支援

魅力ある中山間地域づくり事

業のうち

キラめく地域づくり支援事業

費（補助金）【ハード】

中山間地域での都市農村交流の促進を支援し、地域資源を活用した魅

力を創出することで、交流人口の増加を推進する。

⑴事業主体 市町村、農協、集落・農業者等の組織する団体

⑵補助率 １／２以内

⑶事業内容

①農村体験に必要な機械の導入、施設等の整備・改修

 （例：農作業体験用機械、加工体験用工房等）

②誘客促進に必要な施設等の整備・改修

 （例：大型調理器具、野外調理施設、テラス、休憩所等）

③交流に必要な共同利用施設等の整備・改修

 （例：手洗い場、トイレ、脱衣所、駐車場の整備、古民家や蔵など

　　　 既存施設の改修等）

④農地の維持保全等に必要な機械の導入

 （例：トラクタ用アーム草刈機、農業用ドローン等）

【対象地域】

　中山間地域を有する市町（詳細はお問い合わせください）

集落・農業者等の組織す

る団体等

※個人不可

地域として誘客促進を目的に中山間地域で農家民

宿の取組を行う際、農業・農村体験に必要な機械

の導入や施設等の整備・改修、共同で活用する交

流施設としての古民家等の改修を支援。

6 取組支援
TUNAGU（農村ボランティア

マッチングサイト）

ア　事業内容

　　農村ボランティアマッチングサイト｢TUNAGU｣により、

　　協働活動に参加したい外部人材と外部人材を必要とする

　　地域団体をマッチング

イ　活用対象

　　中山間地域を有する市町で農村の保全活動等を行う団体

ウ　活用内容

　・団体が実施する協働活動のボランティア募集情報の掲載

　・HPでのイベント情報の掲載

中山間地域で農村の保全

活動等に取り組む地域団

体

【体験への支援】

外部人材を活用した体験エリアの環境整備（農地

周辺の草刈り、放置竹林の整備など）

7
開業支援

取組支援
農村お試し体験支援事業

農ある暮らしやグリーン・ツーリズムに関する仕事を体験できる交流

会の開催（中山間地域）
個人による参加も可

・農ある暮らし体験

（野菜の定植・収穫、出荷作業、加工品づくり

等）

・グリーン・ツーリズムのお仕事紹介

（農家民宿、農村レストラン、農業体験施設

等）

・参加者、実践者の意見交換

・地域の紹介、地域との交流会　等

8 取組支援
栃木県グリーン・ツーリズム

ネットワーク

グリーン・ツーリズム実践者のスキルアップや相互連携に資する研修

会や交流会等を実施

（ https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/gtnetwork.html ）

個人による参加も可

農家民宿開業後に、研修会や交流会に参加し、ス

キルアップや地域内の他の実践者とのつながりを

構築

9 取組支援 とちぎの農村めぐり

農村地域の魅力や都市と農村の交流に関する情報を広く発信

【内容】

・スポット情報…農村地域で体験できるスポットを紹介

 　　　　　　　（例：農産物直売所、フルーツ狩り、

　　　　　　　　　 　農村レストラン）

・ブログ…農村地域の魅力ある施設等を紹介

・SNS…Instagram、LINE。農村地域で開催されるイベント等を

　　　　紹介

（ https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/tochigi-nouson-

meguri/ )

栃木県グリーン・ツーリ

ズムネットワーク会員等

※個人でも可

自らの農家民宿や農業体験等の情報を、県の情報

発信サイト「とちぎの農村めぐり」でPR。

※「栃木県グリーン・ツーリズムネットワーク」

　の会員（会費無料）は、

　「とちぎの農村めぐり」で取組をPRする

　ことができる。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
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